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    再再生生利利用用のの可可能能性性をを求求めめてて  
農地の利用状況データ化へ､農業委員が巡回調査 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆裏面には、「知って得する農業者年金Ｑ＆Ａ」 （No.3） を掲載しています◆ 

■農地パトロールを兼ね､委員総出で巡回 
 農業委員会は8月27日、委員総出で農地利用状況調査を行い

ました。これは改正農地法によって年1回の実施が義務づけられた

もので、これまで農業委員会が毎年9月中～下旬に行ってきた農地

パトロールを兼ねています。 

今回は塙川地区を重点地域に設定。同地区を6ブロックに分け、

1班3名の6班編成で巡回して、農地が適正に利用されているかど

うかを調査しました。 

 
■データの有効利用で遊休農地解消へ 
 この調査は、遊休農地解消対策の一環でもあります。巡回調査

によって遊休化している農地を拾い上げ、①比較的容易に再生利用

できそうな農地、②重機使用などある程度の工事を要する農地、③

再生不能と思われる農地――など荒廃の程度別にデータ化し、今

後の解消対策に役立てよう、というわけです。 

 貸借により借り手が再生する場合には国・県の支援が、また地主

が自ら再生する場合には県単の支援があります。再生利用をお考え

の方は、ぜひ農業委員会までご相談ください。 

委員総出の調査 出発前に打ち合わせを行う 

班別に受け持ち区域を図面で確認 いざ出発 

遊休 
農地 



 

 

 

 お問い合わせ先 〒０１８-２５０２　八峰町峰浜目名潟字目長田１１８番地
 ＴＥＬ ： ０１８５-７６-４６１１　ＦＡＸ ： ０１８５-７６-２２０３

http://www.town.happou.akita.jp/index.php?pid=50八峰町農業委員会  

 


